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 九州で，知的財産権に関連する業務に携わっておら

れる方々にお集まり頂き，九州の産業の特色，九州に

おける知財活動などについてお話いただきました。 

 

正林 まず，武田さんは九州に来て半年少しとのこ

とですけれども，九州の現状と東京からのギャップと

いいますか，東京からの見方と現状の違いというのは

いかがですか。 

武田 私はこの4月に特許庁から九州に赴任したん

ですが，こちらへ来てみて，一番感じたことは，東京

で思っていたよりは，東京が遠いなということですね。

というのは，特許庁など東京から発信されている情報

というのは，こちらの方に話を聞くとあまりご存じない

んですよね。ですから，特許庁の政策をホームページ

で見てくださいと言ってるんですけれども，皆さんご

存じないということで，結構ショックだったことはあ

ります。自分が特許庁時代に直接担当していた仕事な

んかもあまり知られていないのかなということで。 

福岡自体はほんとに住みやすくていいところだと思

います。プロ野球，Jリーグ，大相撲や歌舞伎はありま

すし，コンサートも全国5大ドームツアーとかという

と必ず福岡でやりますので，これにともなう情報はあ

るんでしょうけれど，やっぱり何か，東京から遠いか

なと。 

特許などに関しては，特許って大事だよね，という

ことは皆さんわりとわかっていらっしゃるようなんで

すけれど，ただ，そこから先，さあ特許ってなあに，

と。私たちの局は職員が300人ぐらいいるんですが，

弁護士は知っているけれど弁理士は知らないというの

がほとんどです。九州を含めて全国に特許室が沖縄を

含めて9ヵ所ありますけれども，もうちょっと情報発

信していかなければいけないのかなと思っています。 

正林 そうですね，一般の人は知らないですよね。

そこら辺の，一般の人が知らないことによって随分と

大変だと思うんですけれども，何か啓蒙活動とかされ

ているんですか。 

武田 そこはもう。特許庁の場合は制度の普及，啓

蒙，文部科学省のほうになると発明の奨励というのが

業務になっていまして，相当数のセミナーを開催して

います。セミナーというのは中小ベンチャー向け，そ

れから大学の教職員向け等があります。小，中，高校

の学生・生徒向けの教育支援事業，副読本の配布をやっ

ていて，だんだん申し込みの件数も増えてきています。 

正林 大学とか商工会議所とか観光のほうではいか

がですか。 

鑓水 特許に関しましては，大学の先生は当初はあ

まり関心がなかったんですよ。それで，かれこれ10回

近く，特許の説明会みたいなことをやりましたね。

近はかなり関心が出てきました。よく相談を受けます。 

それから，さっきの近いか遠いかの話ですけれども，

我々のライセンス活動から見ると，やはり東京という

のは遠いということを痛切に感じます。私どもは今，

190件ぐらいの特許を出願しておりますけども，その

特許に対して関心を示してもらえる企業というのが，

ほとんど，8割は東京とか大阪中心なんです。地元で

はあまり関心を示してもらえない。地元の中小企業の

トップの方とかにお会いしてもっと関心をもっていた

だけないかという話をしますと，関心はあるのだけれ

ども，要するに背丈が違うということを言われるんで

す。大学の研究の中身，すなわち，特許と自分たちの

企業の技術力ですとか，マーケティング力とか資金力

とかを考えると，背丈が違い過ぎて手が出せないとい

うことをよく言われますね。 

それから，九州域内にも東京，大阪の大企業の出先
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がいっぱいあるんですが，そういうところに特許の話

を持ち込んでも，まず現場ではほとんどだめですね。

そういう話は東京本社の研究部門とやってくださいと

いわれます。それで，始めて3年になりますけれども，

やはりこの商売というのは中央と地方の格差が大きい

なという気が痛切にしています。 

正林 そうかもしれないですね。 

鑓水 こういう話が，TLO 管理者会議なんかでとき

どき出るんですね。たしかこの間漏れ聞いた話ですけ

れども，そういう点を加味して，経済産業省のほうが

スーパー TLO というものを考えていると。スーパー

TLO が，地方の TLO の手伝いを中央でやろうという

ことらしいですね。大いにやってほしいですよ。情報

時代だからインターネットを使ってやればいいじゃな

いかということをいわれることもあります。もちろん

自社のホームページのデータベースできちんと開示し

ております。工業情報館のデータベースにも登録して

います。けれども，反応は今一つです。 

結局は大学の研究者が自分の研究について，こうい

う会社が使うんじゃないかというのをきちんとイメー

ジしてあると，そこからライセンス活動が始まってい

くケースが多いですね。つまるところ，研究ネットワー

クというか，ヒューマンネットワークというか，そん

なところが有効なカギではないでしょうか。 

知財に対する意識については，例えば経産省でやら

れるシーズの発表会だとかニーズの発表会だとかに企

業は結構集まりますよ。この前も九大でありましたけ

れども，これも二百何十名か来てありましたね。大学

関係者も多数来てありました。そういうことで関心は

確かにあるようですね。しかし手が出せないというの

が実状。それで，私としては，1社でだめなら数社で

コンソーシアムをつくってやられたらどうですかと言

うんですが，「いや，それがですな」と言われる。 

正林 大学の先生のつながりを利用するというのは，

ショットガン法といいまして，TLO で一般にやられて

いる方法ですよね。そういったショットガン法でやる

にしても，大学の先生がもともと持っているコネク

ションは東京のほうが多いんですか。 

鑓水 そうなんです。 

正林 そうなんですか。あまり密着はしていなかっ

たんですね。 

鑓水 東陶，安川電機，三菱電工長崎，地図のゼン

リン，熊本のトランスジェニック，ソフト関係の会社

などは，もちろん地元でちゃんとやっています。しか

し，技術開発に極秘的な企業の大半は出先の工場です

からね。 

武田 確かにあまり関心がないというようなことを

先ほど申し上げたんですけれど，それは東京，大阪に

比べたらかなり低いということなんですよ。 

特許庁の統計では，筆頭の出願人でしか統計をとっ

ていないんです。約40万件の特許出願のうち，九州だ

と約五千件，全国比で1.3％か 1.4％ぐらい。95％ぐ

らいが東京，大阪，名古屋地域からの出願です。残り

の5％をその他の地域で分けているようなものです。

ただ，九州には幾つか大手メーカーの工場があります。

出願は本社の知財部でやっていますので，東京，大阪

の本社の住所で出願されています。発明者の住所で拾

えばどのぐらいになるのかという統計をとってみなけ

ればいけないんでしょうけれど，今のところそういう

統計はとっていないものですから，九州発の発明がどの

ぐらいあるのかというのはちょっとわからないんです。 

よく九州は1割経済と言われていますから，特許出

願も1割あってもいいのかなとは思うんですが，大手

メーカーの研究所があって開発しても，本社で出願

ですから，九州発ということにはなっていないわけで

すね。 

丸山 本社の名前で出願するけれども，実質的には

九州でやっているんじゃないですか。 

正林 結構ありますね。発明者の住所が九州で，出

願人が東京。 

松尾 近，大企業のちょっとおもしろい傾向があ

りまして，半導体メーカーはぼんぼん九州のほうに工

場をつくっていますよね。大きいところは一つの工場

で4,000人ぐらいの所帯ですね。それで 近，大企業

が大きい工場をぼんと九州につくったら，その工場の

中に開発部隊まで一緒に持ってくる。工員だけ，ベル

トコンベアーだけじゃなくてね，開発部隊を持ってきて，

そこのラインに合うような開発をそこの開発部隊が

やっちゃうんですね。だから，開発部隊から出てきた

発明は発明者のほうでソートすると，おそらく九州で

の発明というのが出てくるんじゃないかと思うのです。 

そして今までは，例えば九州に開発部隊があって

も，その開発されたものは一たん本社のほうにフィー

ドバックして，本社のほうで中身を吟味して出願，特
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許をとろうかなどうしようかなという。それで，とる

ということになると，例えば東京，大阪の特許事務所

に依頼しようというのが今までの形態だったんですけ

れども，特にここ5年ぐらいかと思うのですが，開発

部隊を持ってきて，そこで開発したものは，全部九州

で賄えと。権利をとる，とらない，それから，とると

きには九州の弁理士さんに頼め，そういうのを探すなり，

いなかったら育てろというぐらいの，何かそういう傾

向なんですね。 

ただ，悲しいかな，出願人の名前のところにやっぱ

り本社の名前が載りますので，それで東京，大阪とい

う名前が載るんですけども，これは非常におもしろい

傾向で，数社，大企業が九州でそういうふうな形で進

めております。九州は弁理士って五十何人ぐらいしか

いないんですけれども，大企業が既に地元志向のそう

いう考え方をだんだんやってきているので，そういう

ところのレベルに自分たちが対応できるような努力を

して，東京と同じレベルの仕事ができる弁理士も九州

にこれだけいるんだという，そういう PR が必要では

ないかと私は常々思っているんです。 

先ほどから，東京と九州は距離がある，とおっしゃ

るけれども，これは弁理士会もそうなんです。我々弁

理士も九州と東京は距離があって，弁理士会のいろい

ろな情報を皆さんほとんどごらんにならない。ご存じ

ない。だから知財推進計画とか今の戦略本部があって，

東京では知財といえばどういう方でもご存じ，知財と

言わないと何か一人前じゃないような雰囲気があるん

ですが，九州のほうはなかなかその雰囲気が伝わって

こないという，まさに情報不足，これはいろんな業界

そうなのかなと思ったりいたしましてね。 

ですから私は，東京の情報をなるだけ九州にね，私

のパイプのほうで流すようにということをしているん

ですけれども，また流しても関心を持っていただけな

いというね。だから，どうも産業界も我々の身内も何

か似たような状況だなという，ちょっとそういう感じ

がしました。 

正林 でも，福岡の弁理士さんというのは，東京の

弁理士とタイプが似ているように感じるのですが。九

州でも福岡以外はどうですか。 

武田 私がこちらへ来て 初に言われたのは，九州

は一つではない。九州は一つ一つと言われました。歴

史的な背景もあるかもしれないんですが，TLO は全国

で今35あるんですけど，九州は6つもあるんです。 

松尾 そういえば，今度，知財本部というのをつくっ

ていくことになるんですけれども，九大の知財本部と

TLO とね，そこらあたりの境界線なり，すみ分けとい

いますか，何か構想はあるんですか。 

鑓水 知財本部は 10月 1日から一応スタートした

ような形になっておりますけれども，業務の面でどう

いう分担をするかというのは 3月 31日までに決めよ

うということなんです。それで，来年の4月1日から

九州大学が独立行政法人化しますから，それからきち

んとやっていこうと，今いろいろ細かいすり合わせを

やっている段階でして，これから大学自体も知財戦略

が進んでいくと思います。今までは，率直に言って国

立大学の場合は知財戦略はないに等しかったと思いま

す。 

といいますのは，国立大学の先生の発明をどうする

かということは，大学内の発明委員会が研究成果につ

いてこれは国の帰属だ，これは教官個人のだというふ

うに決めるわけです。大体8割は教官個人帰属なんで

す。そういうものは，あと教官がどういう処分をしよ

うと勝手なんですね。それで，私どもに権利を譲る先

生もおられるし，あるいは金を出してもらった企業に

丸投げしてある先生もおられますしね。そういうこと

で，大学としての知財戦略はほとんどなかったと言え

ると思います。先生たちが聞いたら，そんなことはな

いと言われるかもしれないけれども，実質的にはそう

いう感じなんです。 

今度，10月1日から国の予算もついて，九州大学も

全国 30大学の中に位置づけされて知材本部がスター

トしていくわけですけれども，これからは研究成果は

全部機関所属になります。ですから，大学として知財

を活用しながら，それなりの利益を生み出すようなこ

とを考えていかなきゃならんと思うんですね。今後は

随分変わってくると思います。 

今，大まかに私どもが九大と話しているのは，権利

そのものが大学帰属になるわけですから，所有と管理は

大学だなと。我々は大学から委託を受けてライセンス

活動に専念していこうという形のものを考えています。 

正林 初，TLO ができたときそうだったんですね。

初は移転だけでは食べていけなかったので，会費

と，あとはコンサルティング費で食べていたんですね。

そういったところでだんだんと世の中が進んでくると，
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コンサルティングとかそういった管理は，全部知的財

産戦略本部がやるんだと。TLO のほうは純粋に売り込

みだけしろと。 

鑓水 ただ，会員制度をとるために，我々としては

会員企業にサービスしなきゃならん。そうしなきゃ

会員になっていただけないわけです。何もメリットな

いじゃないかと。そこでサービスの大きな柱としてコ

ンサルティング，技術相談とか共同研究のあっせんを

考えているわけです。会員は無料という形でやって

いるものですから，こちらのほうは結構多いんです。

今は大体，3年間で約200件になっていますね。だか

ら，その業務は今後も残していくことになっているん

です。 

それから，ベンチャー企業の立ち上げ支援ですね，

管理法人を引き受けたり，いろんなマネージメントの

専門家を連れてきて先生に紹介して，勉強してももら

うとか，そういったような支援業務を引き続きやって

いこうと思っております。 

石橋 今のライセンスの話で質問があるんですけれ

ども，九大発の特許に興味を持つのは東京，大阪の大

企業ばかりだということでしたが，私は逆に，それで

いいんじゃないかなと。九州で生まれた発明を東京，

大阪の企業に売って九州が潤うと。逆に九州のベン

チャーに売るよりも，外に出してお金を九州に入れる

というのが目的ではないのかなと，私は単純に考えて

いたんですが。 

鑓水 我々として，ここ福岡に根づいている九州大

学ですから，できれば九州の企業に研究成果を実用化

してもらって，それで地元の産業振興に役立てたらと

いうことを考えるわけですね。だから，東京の大企業

中心が悪いというわけではないんですが，そういう意

味で距離を感じるし，地元ももう少し頑張ってもらえ

ないのかなという気になるんですね。 

正林 それはありますよね。結局，自分の関連した

ところを繁栄させたいというか，お金だけもらって自

分だけ稼げばいいというんじゃなくて，やっぱり産業

を発達させたいんで，じゃあどこをといったら，やっ

ぱり九州なんですね。 

鑓水 私どもの会員企業は，もちろん東京の大企業

にも入ってもらっていますけれども，大体7割ぐらい

は地元の中小企業に，年間 10万円の会費で入っても

らっているんです。だからもう少し特許に関心を持っ

てもらえないかなと思うんだけれども，直接話をして

いると，先述したように関心はあるけど手が出せない

と言われるものですから残念です。反面，先ほどちょっ

と申し上げたように技術相談については200件ぐらい

来ているんです。非常に熱心に，何度も来られた企業

もあります。それから技術相談の中から共同研究に

走っていったのもあります。 

私は，特許の直接の移転ではないけれども，技術相談

への大学の対応も技術移転の一形態だと考えています。 

松尾 その技術相談というのは，これから TLO の

生きていく一つの窓口として，僕はものすごくおもし

ろいと思っているんです。 

だから，私はいつもクライアントに，ここに入りな

さいよと。年間10万円ですかね，安いものですよ，月

に1万円にならないぐらいですから。そうするとね，

今まで敷居の高かった大学の先生と話ができますよと。

困ったときにどういうふうにしたらいいかというそう

いう相談ができるなんて，大学にコネクションつける

だけでも，そんな1万や2万じゃできませんよという

ような話をするんです。だから，これからますます

技術のコンサルティング的な仕事は増えると思うん

ですね。 

鑓水 我々もそれに期待しています。それともう一

つ，やっぱり九大も組織が大きいものですから，学外

の人からみると，この相談をどこに持っていっていい

か窓口がわからんと言われるわけです。じゃ，とにか

く当社に来てください。私どもに持ち込んでいただけ

れば，責任を持ってしかるべき先生を探してつなぎま

すということを言っているんです。残念ながら金がな

いものですから，そういうことを例えばマス媒体を

使って PR することができない。もっと PR できたら

良いなと思っています。 

松尾 そうですね。これは PR したらほんとにすご

いビジネスになるし，今度はそこから発明が生まれて，

ライセンスが生まれてということになると思うんです

けどね。そういうのは県のほうではお手伝いしていた

だけるようなものはないんですか。 

松家 知的財産戦略についての県としての認識でご

ざいますけれど，アジア諸国の台頭の中で，まず中小

企業，ベンチャー企業に産業競争力をつけていただき

たいと思っております。流通，マーケティングをうま

く行なって知的財産を活用した成功例をやはりどんど
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ん生み出さないといけないという思いがしております。 

その中で，やはり先端を走る方々，特にベンチャー

の方を支援するような施策が必要だと思うんですね。

私ども県の中のベンチャー企業が日本一になったとか，

世界に飛び出したというような成功，サクセスストー

リーをと思っておりまして，TLO さんとも連携は十分

しております。具体的な支援といたしましては，県に

は技術センターに約120人の研究者がおり，「技術支援

を使命とする開かれた試験研究機関」ということで，

大学とは違う部分もかなりありますが，企業と一緒に

より多くの知的財産を創出していこうという方針で，

共同研究を実施しております。その成果については，

共同研究相手の企業さんの了解を得て，地元の企業さ

んに広くその技術を生かした技術指導を地道にやって

います。 

それと，平成8年，9年に県の知的所有権センター

を福岡と北九州の2ヵ所に設立いたしました。ここで

は特許流通アドバイザーが，未利用の特許，特に大学

あるいは大手企業が保有する未利用特許を地元の中小

企業，ベンチャー企業が使えないだろうかということ

で，14年度の実績で56件，未利用特許の移転，活用を

行なっております。これは全国的にトップクラスです。 

そういった地道な活動というのが，徐々に成果をあ

げて実をつけてきたということがございます。それか

ら，青少年への特許啓蒙普及活動，児童生徒発明くふ

う展とか，暮らしの発明くふう展，そういった啓発事

業もやっております。 

今，県のほうで流通シニアアソシエイト，特許流通

アドバイザー，それと特許情報検索指導アドバイザー

の方もそれぞれ配置しております。特許情報検索指導

アドバイザーという方は，特許電子図書館の検索を支

援する方で，県下の企業を訪問して検索指導を行なっ

ています。この検索アドバイザーの方の活動実績も，

年間に600社から700社回っており調べましたら日本

一なんですね。 

福岡県の特許出願数，現在全国で9位ということで，

今申し上げた地道な活動が特許出願に結びついている

のではないかなと考えています。 

正林 特許検索アドバイザーはそんなに活躍してい

るんですか。 

武田 九州のアドバイザーのレベルは高いんです。

大手企業は未利用特許の流通というのは自前でできる

わけです。ですけど，中小企業ではそれが難しいです

から，仲人さんみたいな人がいないといけない。それ

も，インターネットでやり取りするようなのではだめ

なんですね。要するに昔いた仲人さんみたいな，ほん

とうに世話をしてくれるような，そういう仕事の仕方

をしないと，成約なんかはできないです。 

正林 ちょっとお節介じゃなきゃいけないんですね。

（笑） 

松尾 私のほうにも，アドバイザーの方から幾つか

御相談いただいたんですけれども，アドバイザーの方

が特許を持っていらっしゃる方のお話を聞いてみると，

これではちょっともったいないなとか，もう少し周辺

を押さえるとか，もう少しこういうふうなことをこう

やったらどうというようなことをおっしゃっているみ

たいですね。それで，じゃあどういうふうなところに

行ったらいいの，ということで具体的な話，あるいは

もうちょっと突っ込んだ話になると，それはもう専門

のところに行きなさい，ご紹介しますからと。という

ことで私のところにいらっしゃった方もいらっしゃる

んですけれども，我々が営業で回るよりも流通アドバ

イザーの方に回ってもらったほうが，直接的でおもし

ろい。 

正林 TLO の一つの目的で，産業界と大学の間の垣

根を低くするというのがあったんですね。それはほと

んど実現されていると思って構わないですか。 

鑓水 いや，まだ多少は垣根はありますね。 

ただし，産業界側の，特に地元の中小企業側の予断

もあるんですよ。大学というのは我々の会社を相手に

してくれないとか。盛んにいろんな場で大学も変わっ

ておりますよということを話しています。100％とは

云えなくとも以前に比べるとかなり前進しているのは

事実です。 

ところで技術相談の中で，実は実用化したのが1件出

てきたんです。チャンポンチェーン店の「リンガー

ハット」さんです。ああいうレストランの排水は油を

非常に多く含んでいるそうです。今までもその排水を

処理する機械システムはあったそうですが，いずれも

効果が思わしくなく，その上かなりの手間暇がかかる

らしいです。それで何かいいシーズはないかというこ

とで，私のところに見えたんです。おととし，12年の

秋だったと思います。 

それで早速，農学部のある先生のところに当たった
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ところ，自分のところではやっていないんだけれども，

そういう分野で非常に熱心に研究されている町の研究

者がおられるということがわかりました。その研究者

はもう 70歳になられますか。福岡農業高校の先生の

OBで，九州大学で博士号を取られていました。 

その方が，いろんな油を分解したり，生け垣を剪定

した木くずを土として処分したり，という廃棄物処理

を中心に研究している。しかも油の分解によく働くバ

クテリアについてアメリカの特許をとってあったんで

すね。この方を紹介しました。 

「リンガーハット」さんが直ちに，じゃ一緒にやり

ましょうということで実用化のための共同研究を始め

られました。そして13年の秋に，実用化が可能との結

論がでまして，自分のところだけじゃなくて，他社に

販売していこうということになりました。それで，そ

ういう機械システムを売る「レック」という会社をつ

くられたんです。 

駐車場など広いスペースをもつ自社レストランから

装置を設置されているうちにもっとコンパクトなシス

テム，例えばビルの中のレストランとか，地下街のレ

ストランとかに使えるものを開発しようということに

なり，適当な地元メーカーを紹介してもらいたいとの

相談をまた受けました。そこで，九電の子会社で電子

通信機器や診療用機具などを製造している「ニシム」

という会社に持ち込んだんです。結局それが成功しま

して，ビルとか地下街のレストランのカウンターの下

などに置ける鞄みたいなハードを完成しました。「ニシ

ム」は販売代理店も引受けました。 

ただ，残念ながら九大の研究成果じゃなかったもの

ですから，我々のほうは実際のメリットはないわけで

す。だから会員になっていただいて，口数をふやして

もらってます。これが第1号ですね。 

松家 今，鑓水さんのほうから実用化の例をご紹介

いただきましたが，県の方でも実用化事例集をお配り

しています。県が支援した事例ということで，ほとん

どのものが特許取得，あるいは特許出願中のものでご

ざいます。 

幾つかご紹介をと思っていますけれども，テムザッ

ク4号というロボットの例があります。このロボット

については，携帯電話とか PHS の移動体通信による

遠隔操作機能による制御で，この時点ではまだ日本の

特許を取得していなかったんですけども，先にアメリ

カの特許を取得しています。今までのように無線で動

かすということではなく，PHS や携帯電話でロボット

を動かす。 

番竜という商品で， 近，テレビ，新聞あたりにも

載っておりまして，三洋電機と提携いたしまして，テ

ムザック三洋という会社をつくって販売し出したとこ

ろでございます。北九州の企業がそういった日米の特

許を展開しながら頑張っています。 

鑓水 県庁のテクノコーディネーター（TC）はまだ

いらっしゃるんでしょう。 

松家 テクニカルコーディネーター，テクニカルサ

ポーター，両方います。 

鑓水 何かいい話があったら持ち込んでくださいと

いうお願いをしていますので。 

松家 どうぞどんどん使ってください。（笑）彼ら

は，特に TC さんは，大学と民間企業を結ぶ，コーディ

ネートするというミッションがありますので，ニーズ，

シーズ，どちらからでもつないでいただく。各リサー

チパーク，北九州，福岡，久留米，飯塚，そういうと

ころと商工会議所からの要望もありまして，TC9名，

TS46名，合わせて55名，特に北九州のほうの要請が

強くありまして，半分弱を北九州に配置しております。 

武田 ところで，商工会議所に相談を受けに行く弁

理士というのは，地元の弁理士で足りてしまうんです

か，それともやっぱり東京とか大阪のほうの……。 

松尾 商工会議所とか，工業試験場とかの無料相談

などは九州の弁理士が手分けして，行っていますね。 

正林 ただ，福岡と熊本を除けば，登録されている

弁理士は九州では，沖縄を除いて，各県お一人ずつし

かいない。佐賀県の弁理士さんは企業内弁理士ですか

ら，実際にはゼロに等しい。熊本は3名で，残りはみ

んな福岡県。 

松家 バイオとかナノとか，あと，システム LSI と

かの関係になりますと，特化した先生，どなたでもい

いということにはなってこないですね。 

武田 確かにバイオに強い先生が九州だけじゃなく

て，全国的に少ないというのが事実でして，取り合いに

なっているのはしようがないことだと思いますけどね。 

弁理士会さんの支援センターの事業で，島根，高知

で行われている事業がありますね。弁理士さんがいな

かったところでセミナーなどを行って，その後，島根

県では弁理士さんが事務所を開いたという。今，それ
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を福岡と熊本以外に各県の県庁に回ってどうですかと

いうのをやっているんですよ。ただ，予算の問題があ

るものですから，宿泊費を含めての旅費と謝金をどこ

がどうみるかという。 

正林 特に，TLO ではバイオは今，普通なんですよ

ね。発明の価値と経済的価値が一致するのはバイオで，

一番やりやすい。 

鑓水 全国でバイオの先生は取り合いになっている。 

武田 東京で会議があると，北海道も，バイオの先

生がいないから欲しい。沖縄でも欲しいと言っていま

すし，うちもうちもということですから。 

正林 そうですけど，東京のほうだとバイオはあふ

れていますよ。 

松尾 九州でバイオの専門でということで，特許事

務所を開業するとしましても，多いとはいってもバイ

オだけで食えるような数じゃないですよ。東京はバイ

オだけで食えるんですよね。なかなか九州のほうでバ

イオ専門で事務所を開こうというのはやっぱり無理な

ところはあります。 

松家 バイオも，メディカル系，アグリ系，全然違

いますからね。 

松尾 そうですね，違いますからね，製薬系のバイ

オとまた違いますね。 

正林 でも，有名どころじゃなければ結構あります

よ。そういったインフォメーションは大事ですよね。 

武田 弁理士会さんのデータベースがありますよね，

皆さんいろんな専門分野を書かれているんですけれど

も，専門があまり絞れていなかったので，もうちょっ

と専門を絞ってくれませんかというのを，弁理士会の

役員の方と話をさせていただいたことがありました。

ただ，業としてやられているんで，あまり狭めてそれ

しかできないと思われるとお客さんが逃げていくので

それはできませんのでということを言われたんです。 

正林 本来は公報を見て選べばいいんですけど。そ

うすればほんとうは使えるデータベースになるんじゃ

ないかと思うんですけれども，なかなかそんなことね，

弁理士が弁理士の評価をするなんてとんでもないこと

になりますので。 

松尾 ちょうど今，情報公開の問題がございまして

ね。例えば許可率，いろんな分野別の許可率とか，審

査請求率とか，要望が……。こういう時代になってい

ますので，弁理士会自身も会員のいろいろな情報を大

いに公開して，ユーザーにフレンドリーな状況をつく

らんといかんという状況になっていますので，おつき

合いはだんだんやりやすくなってくると思うんですけ

れどもね。 

武田 特許室には相談窓口があり，そこには，九州

部会の弁理士のリストがあるものですから，それをお

渡ししています。我々は個人を紹介できませんから，

九州にいらっしゃる先生にコンタクトをとってくださ

いと御紹介しています。あとは弁理士会のホームペー

ジを紹介して，データベースからお探しくださいとし

か言えません。 

小野 特定分野の弁理士が九州で足りないというの

と関係するのですが，九州の産業として技術移転とか

知財に関する成功事例をつくりたいと考えておられる

特定の分野というのがあれば教えていただければ。 

松家 戦略的分野の産業振興についてですが，「シリ

コンシーベルト福岡」というパンフレットをお配りし

ています。これは，現在私どもが，先端的な取り組み

で力を入れている分野で，アジアにおけるシステム

LSI 設計開発の拠点の形成を目指すプロジェクトです。

九州，福岡から台湾，韓国，香港，シンガポールとい

う，このベルト地帯で世界の半導体の約40％を生産し

ていて，このベルト地帯をシーベルトと呼んで，「シ

リコンシーベルト福岡」プロジェクトと名前をつけま

した。 

ご存知の通り，半導体産業は，情報化社会の基幹産

業です。このプロジェクトは，メモリ等の単機能から，

演算，通信，メモリ，入出力，音声や画像などの機能

を有機的に集積した回路を設計するシステム産業へ転

換を図るものです。つまり，従来の半導体製造中心の

産業から，企画設計技術で付加価値を与える産業を育

て，集積させ，拠点化を図るプロジェクトです。 

ただ，今，人材が少ないんですね。したがいまして，

もう一方で，私どもは県で学校，「システム LSI カレッ

ジ」というのをつくっております。「福岡県システム

LSI 設計開発拠点推進会議」というものが母体になっ

ております。今，年間，大体300人を人材養成してい

まして，このシステム LSI 設計開発に関する産学官の

共同研究プロジェクトを年間 50テーマやっておりま

す。将来に向けては，LSI の設計ベンチャーを5年間

で500社という目標で今取り組んでいるところでござ

います。このプロジェクトには平成13年から取り組ん
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でいまして，福岡の百道というところに，この事業を

やり始めて新たに30以上の企業が来たり，育っており

まして，実際には LSI 関連の設計人材が2,000人ぐら

い増えております。 

それから，来年の秋なんですけれども，その百道に，

仮称ですけれども「システム LSI 総合開発センター」

を，国の予算をいただきながら建てます。そこに「シ

ステム LSI カレッジ」，「九州大学システム LSI 研究セ

ンター」，ベンチャーのインキュベーションセンター，

オープンラボや知的クラスター集中研究所，そういっ

た施設等を入れていきながら総合的に拠点化を目指そ

うとしています。その中で重要なのは IP ですね。特許

をどうするのかという点では，ホームページ上で IP

化，特許化した電子回路について電子商取引をやろう

と考えています。地元のベンチャー企業がつくった設

計図面の情報を見せて，世界と B to B をやっていただ

くというやり方で特許を押さえた展開をしていこうと

考えています。 

それと，次にロボットです。「ロボット産業振興会議」

を2003年の9月に立ち上げたところでございます。福

岡には安川電機さんがございます。これは産業用ロ

ボット世界トップシェア，ナンバーワンでございます。

それから，福岡県には，年間生産100万台を目指す，

全国有数の自動車産業があり，また，ものづくり中小

企業の集積があって，新しいロボットの研究開発の場

として広い裾野を持っています。ロボット関連の市場

は，2025年に8兆円，産業用ロボットはその中で3兆

円，あとは非製造業用ロボットが5兆円という予測が

出ておりまして，非常に期待されている分野です。ま

た，産業用ロボットに限らず，医療や介護，警備，災

害救助というような，私たち人間と接するところでの

ロボットの活用というのは非常に大きく望まれてきて

おります。 

そこで，福岡県では全国に先駆けまして，ロボット

特区を申請いたしました。これは日本で初めてです。

福岡県と両政令市でロボット特区を申請しまして，特

区が認められれば，道路上に自由にロボットを動かせ

る。これは道交法の関係でほかの地域ではできません

が，申請が承認されれば北九州，福岡市内のどこでも

動かせるということになります〔参考：平成 15年 11

月 28日認定〕。それとあわせまして，これから期待され

ている市場に向けて，いろんなロボットをつくってい

こうという動きを支援することが「ロボット産業振興

会議」の目的でございまして，12月までにロボット特

区が福岡・北九州で認められるという前提のもとに，

2月に世界ロボット会議を福岡市でやります。北九州

市で国際ロボット見本市を2月にやりまして，その特

区を生かして， 先端のロボットを世界から集めよう

というイベントを考えております。特に，ロボットは

今からの市場というところなので，確実に知的財産を

押さえながら，ベンチャー企業の育成を，と考えてお

ります。 

武田 九州での集積回路の製造業というのは出荷額

が1兆円を超えてリーディング産業の一つであって，

生産額は世界の大体1割ぐらい，国内の3割以上を占め

ている生産拠点ですね。それから，あともう一つ大き

なのは，自動車メーカーの工場，これも好調です。 

九州は今まではほんとうに製造基地だけだったんで

すけれども，今は，頭脳もあわせて持ってきていて，

これから知的財産の面では随分変わってくるんではな

いかなと思います。 

ですから，一部そういう企業の方々の知的財産に対

する意識というのはものすごく高くて，これから出願

件数等も増えてくるのではないかと思っています。た

だ，もともと九州全体というのは大手企業の下請企業

が圧倒的に多くて，どうしても日本の中の製造工場

だったわけで，大企業のほうが戦略を変えたときに，

その下請企業，中小企業はどうしようかといったとき

に，知的財産をやらなきゃいけないけれど，何をしてい

いんだろうかということに今なっているのが実状です。 

我々としては経営戦略の中に知的財産戦略を入れて

くださいという話はするんですけれど，多くの企業の

方はどうするかというと，弁理士に丸投げするんです。

そういう方々に対して，あなた方は会計のこと，自分

のところのお金の話を公認会計士や税理士に丸投げし

ますかと聞くんです。絶対そんなことはしないですよ

ね。それは経営者が判断するもので，公認会計士はあ

たえられた公認会計士の仕事をする。同じように知的

財産も経営戦略として考えるんであれば，経営者が考

えなければいけない。それをお手伝いするのが弁理士

であるということを言っています。 

2003年 11月1日に，今の特許室を九州知的財産戦略

センターという名前に変えて機能強化していこうと

思っています。そして，九州の知的財産のネットワー



座談会 九州の知財の現状 

Vol.57 No.2                  －11－                  パテント 2004 

ク化を図っていきたいなと考えています。具体的な政

策は現在検討中ですが，産業クラスター計画参加企業

などを強化していこうということも考えています。 

それから，TLO への支援ですが，2004年 1月に TLO

トレードフェアという事業を行うことを考えています。

これは全国で九州が初めて行うんですけれど，これは

TLO だけの流通フェアみたいなものということで，

TLO の PR と，持っていらっしゃる特許を売り込んで

いただくということで考えております。 

小野 福岡県では半導体とロボットに力を入れてい

るとお聞きしたのですが，福岡県が半導体とロボット

であれば，他の県にはこういうところを特化していた

だきたいとか，そういうふうなお考えや動きはあるん

でしょうか。 

武田 半導体については福岡県と熊本県にかなり集

積していて，各県に大きい工場があります。自動車は

北部九州100万台計画というのがあります。現況80万

台の生産台数を，インフラ整備，また，研究開発も含

めた周辺の支援により，5年後には100万台生産とい

うことを目指してやっています。その他九州の各県が

何を中心に，何に力を入れていこうかというのは，聞い

ていません。しかし，各県にはそれぞれ特色があって，

知財は工業だけではなく，農産物も対象になっており

ます。2003年 10月 18日には，鹿児島県で黒豚などに

つかっている鹿児島ブランドなどの商標に関するセミ

ナーがあります。 

丸山 黒豚というのは商標……。 

武田 「鹿児島黒豚」は商標になっていますね。 

松尾 その話ですが，我々弁理士会の主催で，鹿児

島でセミナーをやることにいたしまして，実は開催の

1ヵ月，3週間ぐらい前からばたばたと準備したという

ようなことで，こんなに差し迫ってから鹿児島で200

人も集めるのかと武田室長から怒られたぐらいなんで

すが，準備が終わりまして，開催を待つばかりになっ

てみると，募集人員200名に対して，ふたをあけまし

たら，どうも300名近くなりそうで，うれしい悲鳴と

いうか，ちょっとびっくりしたところもございます。

やっぱりおらが町，おらが県の農産物，その名前がど

うだとか，こういう話は聞いておかんといかんという，

一般の方の認識もあるのかなということで，非常にう

れしい誤算だったんです。意外と，知財の問題という

のはつぶさに PR していくと結構浸透しやすいなとい

うのと，これは全国的に関心を持っていただける可能

性は十分にあるなというふうに力強い思いをしたわけ

でございます。 

鹿児島のセミナーは，タウンミーティングというこ

とで第1回目でございますけれども，第2回目を2004

年 1月17日の土曜日に福岡で，今度は著作権の問題を

中心にした全体的な知的財産権の構造の話を，と。 

武田 土曜の午後ですので，人が集まるか心配した

のですが。地方で土曜日の午後の開催は人が集まらな

いもんですから。経験則上，イベントをやって特にこ

ういう堅い話になったときにはですね。鹿児島県も大

分力を入れてくれたようで，300人集まってよかった

なと思っているんですが，商標ということで，鹿児島

ブランドということなので，非常に身近な話でいいか

と思いますね。 

福岡県もこの4月から農業試験場のほうに，農産物

知的財産センターというのをおつくりになられて。 

松家 特に種苗法の関係ですね。 

武田 農政課のほうでお話を伺ったときには，種苗

法を中心の保護をされるとのことです。「関アジ」，「関

サバ」の話がよく話題になりますが，同じアジ，サバ

でも水あげされたところで値段が変わってしまいます

から，農産物の商標ブランド化は，一つの戦略なんだ

と思います。 

ただ，いかんせん鹿児島の内情を伺いますと，豚と

か牛は肉屋さんなどで，鹿児島ブランドという商標が

ついたまま店頭に並ぶんですが，野菜とか果物は箱に

鹿児島ブランドとつけても，スーパーに並べるときは

箱から出してしまうんで，鹿児島ブランドってどこに

も表示されないらしいんですよ。ですからもう少し戦

略的に考えないと，せっかく商標をとったのに，それ

を生かし切れていないということがある。そういうこ

とも戦略として考えていかなければ。せっかく商標権

をとっている以上は，ただとればいいというものでは

なくて，特許なんかも同じことだと思うんですけれど

も，とればお金になると思っている中小企業の方は

いっぱいいるんですよね。 

松家 福岡県では，LSI やロボットの他にも，バイ

オやナノテクにも取り組んで，研究開発を通じて多く

の特許を出願しているところです。特に，LSI の場合，

現在，「知的クラスター事業」として，文部科学省から

年10億円，5年で50億円の研究開発費を頂き，産学官
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の共同研究開発を 80名体制で実施しているところで

す。産官学などの研究開発から成果が出れば特許化し

よう，というのが一般的なやり方がですが，LSI の場

合，ビジネス，流通ということを非常に意識しまして，

研究開発当初から，市場調査等も行ないながら，ベン

チャー企業等に有効に，確実に，特許を取得，活用し，

成果を保護していくように，弁理士の先生方に研究開

発の状況を報告，相談しながら事業を進めているとこ

ろです。つまり，研究開発の段階から，弁理士の先生

方と密接に相談しながら事業化に有効な知的財産を創

造していこうというやり方です。バイオも同じように

弁理士の先生のお世話になっています。 

松尾 弁理士がお手伝いをするアドバイザーも，実

は難しいところがございますね。 

松家 独占はできないんですね。 

松尾 いや，コンピテーションするところ，LSI に

関連する企業の仕事をやっておりますと，入り込めな

いと思いますね。秘密保持の問題がございますので。

そこらあたり難しいところがあると思いますけれども，

技術同士が競合しない立場の弁理士の先生方であれば

問題ないかと思うんですけどもね。 

正林 実績があれば必ず，どこかコンペティターは

やっていますからね。 

松尾 だから，うちも今はアドバイザー的にしかと

いうことで。 

鑓水 秘密保持についてはやっぱり言われますね。

例えば，私どもが受け付けている技術相談についても，

絶対によそには漏らさないでくれと言われます。だか

ら，秘密保持を前提に相談を受けています。 

そういう意味で，あるいはちょっと批判になるかも

わからんけれども，よくシーズ，ニーズのマッチング

ということで，よく集団見合いという形でやられます

ね。あれがほんとうに効果があるのかなという疑問を

感じることがあります。というのは，例えばシーズの

発表会に行きますと結構多くの企業が参加しています。

何か良いネタがありましたかと尋ねると「誘われたか

ら来たんだけど，全然自分の関心領域外なんだ，だ

からあれはちょっと」と。逆に，ニーズの発表会があ

りますよね。ところが，ここでもああいう競争相手が

いる場でほんとうのニーズが言えるか，絶対にほんと

うのことは言えないという返事が返って来ます。 

どうも集団見合い的なものより個別の見合いのほう

がほんとうは意味があるような気がします。私のほう

では，会員サービスの一環として，UIP サロンという

会員企業と大学教官の交流会をやっております（UIP

とは当社の英語での略称）。そのやり方は，あらかじ

め，今回は例えば環境でやりますとテーマを設定して，

事前に会員企業に技術的なニーズや困っていることを

書いてくださいとアンケートするんです。もちろん秘

密は絶対に守りますとつけ加えます。それを集めまし

て，それから大学の先生と一緒になって，これはあの

先生，これはあの先生と分け，その先生のところに

持っていって，実はこういう相談が出ていますがこれ

で対応していただけんでしょうかということをお願い

します。 

その先生がオーケーを出されたら，その先生の専門

領域をもう一回，企業に連絡するんです。今まで3回

やりました。各回とも企業側で約10社から15社，そ

れから先生方が7，8名，一堂でやりますけれども，テー

ブルを幾つか分けていまして，個別にその先生と話し

ていただく。同じ先生に3つも4つも企業が来ている

ところは途中で交代してもらって，話し合っていただ

いているんです。 

3回やって32社参加されまして，個別の相談が25

社 51件出ている。その中から事後相談まで行ったの

が4社で6件ある。後で参加企業にアンケートします

と，やっぱりこういうやり方が非常に有効だったと評

価してもらっています。私共はこれは全く個別の見合

いの場で，今後は，これをきっかけとして先生方と企

業とが積極的にコンタクトしてくださいということを

お願いしているんです。 

それで，今まで年1回しかやっていなかったんです

が，もうちょっとやって欲しいという声が出たもんで

すから，今年は2回やろうかと考えております。参加

企業は集団見合いに比べ少ないですが，実質的に有効

じゃないのかなと考えております。 

産学連携のやり方で，もう一つの方法は，企業のニー

ズを引っ張り出してシーズに結びつけたほうが早いな

と考え，試験的に，大学の先生とうちの社員と組みま

して，地元中小企業を6社訪問してみたんです。機械

系が3社，化学系が3社，6社回ったところが，4件も

の技術相談がありまして，しかもかなり複雑なやつで。

その中の1件は共同研究に走っていきました。この訪

問で，企業サイドからは，「九州大学の先生がわざわざ
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わが社まで来ていただいた，考えもしなかった」と大

変喜ばれ，内部工程を詳しく案内された企業もありま

した。これを続けたいのですが企業，教官，当社と日

程調整がむずかしく訪問件数を増やせずにいます。 

こういう経験を踏まえると，やはり集団見合い的交

流もそれなりの効果はあると思いますが，もっと個別

の見合いが必要じゃないのかなと考えます。特に大学

側にコーディネーターを置いて，そのコーディネー

ターが企業を走って回ってニーズを掘り起こしてくる

ということも，実践的な産学連携のきっかけになるん

じゃないか，効果が上がるんじゃないかなという気が

するんです。まだ3年ぐらいですから，経験は浅いん

ですが，とりあえず当分会員交流サロンをやっていこ

うと思っております。将来は非会員の一般企業まで拡

大できればと思っています。 

正林 松家さんの話だと，特許流通アドバイザーも

きちんとやっていますし，TS，TC の方もちゃんとやっ

ているわけですよね。その成功の原因というのは一体

どこにあるんですか。それをうまく突き詰めていけば，

産学連携もどんどん盛り上がっていくと思うんですけ

れども。 

松家 今，鑓水さんがおっしゃったように，私はやっ

ぱりニーズオリエンティッドだと考えています。TC，

TS 事業は昨年から始めました。TC，TS の方には，企

業の研究開発，あるいは技術担当の方を雇用させてい

ただいたんですね。ほとんど大手の技術畑の方とか，

民間の気持ちがわかるといいますか，そういう方を雇

用させていただいていまして，地元の中小企業の方の

意見を聞き，それを大学，公的な研究機関に結びつけ

るということで，基本的にはニーズオリエンティッド

で開発を支援するため，企業を訪問するということを

考えてこの事業を実施したわけです。 

正林 たまたま，本来は聞かれるほうにいた立場の

人が回っていると。しかも地元の人なので，大体わかっ

ている人ということですか。 

小野 東京だったらものすごく人が多くて，人のつ

ながりはそれほど密になりにくいけれども，例えば九

州の弁理士が50人であれば当然，あの先生知ってる，

この先生知ってるという具合に人のつながりができ易

いかと思うのですが，いかがですか。 

武田 もちろん，1名しか弁理士さんがいらっしゃ

らない県というのは，何でもかんでもまずその先生のと

ころへ相談に行かれるというのがありますので，つなが

りはあります。ただ，先生お一人でやられているとこ

ろも多いものですから，そんなに全部できるわけがな

いんですよね。そうすると，さあどうしようかという

ことになって，しようがないから飛行機に乗って，羽田

でおりて新橋に行き，そこの事務所に行くという方も

わりと多くいらっしゃるようだというのが実態です。 

もちろん知財関連とか，TLO 関連とか何かあった場

合は，必ずその地元の先生が入ってきますし，我々

がセミナーの講師をお願いしたり，無料相談会の相談

員をお願いするときには大体その先生にやっていただ

くということになっていますから，横のつながりは確

かにあります。各県の県庁の方は，この県にはこの先

生しかいないということはよくご存じで，連係をとら

れているようです。 

松尾 ちょっと話は違いますけど，九州知財の戦略

センターという構想は，大体いつぐらいに実現……。 

武田 一応，1月1日付で設立しようと思っています。 

中小企業の方とお話をしたときに，我々のほうで伺

う問題の一つとして，知財に関し相談をしたいんだけ

どどこに行ったらいいのかわからないというのがあり

ます。それから，大学の関係者に聞くと，目利きので

きる人がいない。TLO のある大学はいいんでしょうけ

ど，そうじゃない大学はまだまだいっぱいありますの

で。何かこれはしなければいけないねというのがあっ

たのと，それから九州には，半導体クラスターと環境

クラスターという産業クラスターが2つあって，その

計画を強化していくためには，知的財産を使って側面

支援したほうがいいだろうということもあって，まず

名前を変えて，機能強化していこうと思っています。 

松尾 強敵あらわるという感じが……。（笑）それは

室長，ぜひ我々の業界に一つ投げかけていただけると。

日本弁理士会の東京のほうに先に投げかけていただい

たほうがいいかも。それからこっちにフィードバック

して，きちっと対応を。日本弁理士会のほうから九州

部会としての動きとして，そこらあたりのタイアップ

の仕方を考えさせていただければと思いますので，い

いことですよ。そういうふうにライバルができると

我々も頑張りますから。 

武田 もう一つ，九州の特色としたら，九州の企業

は中国，韓国が近いものですから，取引先は中国，韓

国が圧倒的に多い。そうすると，必ず模倣品の問題が
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出てくる。我々がセンターを立ち上げて何ができるの

かというのをこれから考えていかなければいけないん

ですけれども，やはり泣き寝入りしているという現状

が非常に多い模倣品問題を，特許庁の模倣品対策を

行っている部署とパイプを太くして，もっと模倣品に

関する情報を九州に流していきたいと考えています。 

松尾 非常に現場的な作業といいますか，そういう

ふうなこと等お考えになっていらっしゃるみたいです

ので，我々も非常に関心があります。ぜひこれはタイ

アップして，何か活動の成果を出しましょう。 

正林 そうですね。ところで，どうですか，やはり地

元の弁理士のつき合いというのはどうなんでしょうか。 

武田 我々のほうは，2003年の11月に特許流通フェ

アがありますが，そこに弁理士会のご協力をいただいて，

無料相談コーナーを開設して，九州部会の先生方に毎

日来ていただきます。これは去年も行ったんですが，

非常に評判がよかったです。そのほか，2003年 10月に

も小倉で，環境に関するフェアがあるんですけれども，

そこにも同じように知的財産相談コーナーというのを

設けて，先生方に無料相談をしていただくということ

をやっていますので，私どもとしてはパイプをつくら

せていただいて，ご協力いただいているというのが現

状です。 

正林 税理士のほうでは税理士会がありますけれど

も，青色申告会というのが別にありますよね。税理士

に頼めないような小さい企業は青色申告会がやり方を

教えるということなんですね。弁理士会ではそれはな

いんですよね。 

ですから，そういった，弁理士の業界で，青色申告

会みたいなこと，皆さんがやることというのは当然あ

るはずでしてね。いきなり弁理士に対しては，敷居も

高いし，全然わからないということが絶対あるわけです

よね。まず取っかかりとしては，絶対それは重要なこ

とだと思うんですね。松家さんのほうはいかがですか。 

松家 私どもは弁理士の先生方とは，ほんとうに親

しく，非常に身近に感じています。 

正林 でも，全部が全部ほんとうに成功されて，全

部満足されていますか。 

松家 成功というのは， 終的には，中小企業，ベ

ンチャー企業，特許を使ったものが売れるということ

になろうかと思うんですけれども，これはやっぱり特

許をとったから百発百中売れるというものではないと

認識はしています。 

少し話は変わるんですけれども，研究者のインセン

ティブの問題ですね。国のほうで研究者へのインセン

ティブについて，補償金の600万の上限が来年からは

外れるということになりまして。大学の先生もですね。 

鑓水 私どもは教官に50％で大学が25とって，残

りの25が当社に入ります。 

松家 それでも今年まで600万が上限だということ

だったのが，来年度からは青天井になるということで，

特許をとっていこうという，モチベーションが非常に

上がり，とてもいいことじゃないかと思っております。

県の工業技術センターでは100件以上出願し，現在，

25件ライセンス契約しているんですね。実施料は，県

の場合は公的な機関なものですから，売上げの1％，

100万円売れても1万円しか県に入ってこない。その

1％の，またさらに数％かしか発明者本人に行かない。

何百円の世界です。 

鑓水 教官が50％というのは，そのうち教官個人が，

何％とられ，研究室がどれだけ使うかというのは我々

はもうノータッチでございますからね。 

武田 昔は無頓着でしたからね，大学の先生はそう

いうところは。 

鑓水 一番困るのは，論文発表をとっくに済ませた

先生がこれを特許出願してもらいたいと相談があるん

です。これは公知の技術とされますから残念ですがダ

メですと云わざるをえません。 

武田 論文を先に発表してしまっても，6ヵ月後ま

では特許出願しても新規性を失わない規程が特許法

30条にあるんですけれども，大学の先生がセミナーに

出席すると，そこだけ覚えて帰ってくるんですよ。出

願日を確保したと思われる先生もいらっしゃいます。

これについては，我々もそうではない，と言っている

んですけれども，弁理士の先生方もそこは強く，これ

は例外だということを言っていただきたい。それから，

制度は国によって違うものですけれども，みんな同じ

だと思っているというのもあったりですね。 

弁理士の先生にお願いしたいのは，PCT や各国の制

度を相談に行ったときにきちんとお答えしていただき

たいと思います。もう一つは，特許をとっただけでは

商売にならないよというのも言っておいていただいた

ほうがいいのかなと思います。 

松家 福岡市に昭和鉄工さんという会社があるんで
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すが，そこがもちろん技術的な特許を押さえていらっ

しゃるんですけれども，売れるものをつくっていこう

という。パテントを押さえるだけじゃなくてデザイン，

意匠ですね，そこに着目しまして，いわゆる技術的な

特許を押さえながらも意匠にこだわるんですね，デザ

インに。そういうことでかなり売上げを伸ばしてい

らっしゃる。ただ高度な技術だけでじゃなくて，意匠

権，商標登録も含めまして知的財産，そういったもの

をやっぱり大事にしていくということなんでしょうね。 

松尾 また違った面から見た知財の活用の仕方とい

いますかね，おもしろいですね。 

松家 技術特許さえ押さえれば売れるという時代

じゃないんですね。知的財産というのはやっぱり幅広

く，取得，活用しなければ，と思います。 

鑓水 九州大学が九州芸術工科大学と合併したで

しょう(H15/10)。それで，デザインだけの TLO をつ

くっちゃったんです，DLO といっています。 

正林 ところで，小塩さんなんかは，弁理士ってつ

き合いやすいですか。 

小塩 私自身は弁理士さんとはあまりおつき合いし

たことがなかったんですね。松尾先生と話すぐらい。

ずっと産業のお話が続きましたが，福岡市というのは

どちらかというと3次産業中心の町で，どちらかとい

うと製造業よりは，商標であるとか，著作権であると

か，そういうふうなところのほうが興味があるのかな

と，福岡市全体としてですね。 

特に福岡市は，中国と台湾が WTO に加盟して，い

わゆるソフトの流通といいますか，ますます取り引き

が盛んになってくる。そのときに福岡市というのは今，

釜山に船で3時間で行けますし，なおかつ金額的には，

実質的には1万4，5千円で行き来できるんですよ，一

泊して。そういうことを考えると，福岡市の都市戦略

がアジアとの交流というものを目指していますので，

多分そういう形でのアジアとの交流がますます盛んに

なっていく。それで，中国あるいは台湾あたりも WTO

に加盟したということで，向こうもやはり今までおざ

なりといいますか，先ほど泣き寝入りという話があっ

たけど，そういう部分がなくなってきて，きっちりと

した商売の世界の中で弁理士さんの活躍の場が出てく

るのかなと。 

正林 その関係からいくと，来年の APAA に向けて

どういうふうに考えられていますか，何か期待するも

のとかですね。 

小塩 私自身も弁理士さんの仕事というのは全然知

らなかった。これが大きいと思います。福岡の中で，

中小企業で，なおかついわゆる商標登録しているとか，

いろんなちまちまとやってきているようなところ，こ

こら辺の権利をきっちり守ってくれるんだよという，

弁理士というのはそういうふうな仕事もやるんだよと

いうところを，やっぱり皆さんに広く知らしめていく

という必要があると思いますね。 

松尾 APAA というのは，アジア弁理士協会という

名称です。もともとはアジアの弁理士が集まって，ア

ジアの商圏の我々の活動をどうするかというような

テーマがあったんですけれども，弁理士，弁護士とし

てのビジネスもさることながら，やっぱりアジアの商

圏の一般的な開発とか，そういうものも参考にいろい

ろ話を聞きたいというのもあるんです。ですから，市

のほうでも，我々だけの業界の話にしないで，知的財

産という，そういうものに対する関心を一般の方にも

もう少し広めていただけるような，何かそういう段取

りをお考えでございましたら，ご披露いただければと。 

小塩 具体的には考えていないんですが，弁理士の

APAA という会議が開かれるということを，市民に意

義づけというんですか，それはぜひやりたいと思いま

す。多分，福岡市民の方は弁理士会の国際会議をやり

ますよといっても，何のことかほとんどわからないと

いうのが現状だと思います。少なくとも開催されるま

でにはそういうような市民のレベルを高めていくとい

うことは，ぜひやりたいと思います。 

松尾 なるだけ，知的財産の専門家の集りという話

ではなくて，もう少し平べったい話の PR をしていた

だきたい。それからコベンションビューローのほうで，

この APAA の件について大変なご尽力をいただいた

んですよ。ここまでやってこれたのは，私は半分以上

は福岡のコンベンションビューローのスタッフの方々

のご尽力だと思っております。十分に我々弁理士会の

ほうもそこら辺のところ認識しております。あと，1

年ございますので， 後のお願いは，何とか平べった

い言葉で，市民の皆様方に PR をしていただいて，も

しよければそこのメーンの通りあたりに旗でも立てて

いただいてというようなことまで考えておりますけれ

ども，ひとつよろしくお願いします。 

武田 模倣品問題とか，そういうのなんかを使うと
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おもしろい。 

小塩 そういうのがわかりやすいと思います。博多

名物の辛子明太というのがございますね。これは川原

さんという「ふくや」の先々代が韓国から帰ってこら

れて，そしておつくりになったんですね。それで売り

始めて，徐々に名前が浸透してきたときに，だれかが

川原さんに，特許をとりなさいというようなことを勧

めたらしいですね。そうしたら川原さんは，こんなの

で特許をとってもうかってもおれしかもうからんと。

これをみんなに広めれば，みんなが辛子明太をつくっ

て博多の名物になれば，博多全体がもうかるじゃない

かと。だからおれは特許などとらんと言って，製法を

ずっと公開したというんです。 

それが今ずうっと続いてまして，また新しい何か明

太の銘柄とか，変わった明太とか，そんなふうなのが

また出てきているんですね。ただ，そういうような，

例えばピエトロもそうでしょうけれども，そういうも

のを今度，悪い形で真似をされる。いわば模倣品です

よね。ああいうのはやっぱり非常にプライドが傷つけ

られるし悔しいと思うんですよね。模倣するのは簡単

ですけれども，やっぱり開発するのは大変ですから。

だからそういうことをきっちり守ってくれるんですよ

とか，そういうようなことを，わかりやすい言葉で何

か，あと1年近くありますので，一生懸命知恵を出し

て盛り上げたいと思います。 

正林 それはもともとの方が博多に対する信頼が

あったからだと思うんですね。やっぱり信頼がない地

方に真似されたくはないと思うんですね。 

武田 特許庁が模倣品問題のテレビコマーシャル

を1ヵ月間打つと聞いています。弁理士の先生方にも，

模倣品問題というのをもっと強く言っていただくとい

うのが大事なことだと思います。 

模倣品問題というのは水際でとめるようなこともし

ていかなきゃいけないというのがあって，特許庁なり

我々経済産業局だけでなく，県や市，税関などのご協

力をいただいてつぶしていかないといけない。せっか

く知的財産が盛り上がっていて，せっかく権利をとっ

ても，勝手に使われては何の意味もないですから。

特に九州はこういった問題が切迫していますので，ぜ

ひご協力をいただければと思っています。 

石橋 ところで，TLO はたしかオープンなんですよ

ね。すべてエクスクルーシブで，この人だけにライセン

スするということじゃなくて，必ずオープンですよね。 

鑓水 いや，両方あります。 初に交渉したところ

がオープンは困ると言われれば，しないようにしてい

るんです。それから，例えば共同研究なんかで共同出

願したものについて，よそは困ると言われると，その

企業にうちの取り分は全部売ってしまう。 

正林 普通は，博多の人たちに知らせたい場合には

権利はとっておくんですけれども，博多の方たちには安

く，またはただでやって，ほかの地域の人には高く売る

とか，そういうこともいろいろするらしいんですよ。 

鑓水 TLO としてはなるべく通常実施権がいいん

です。そうしたいんですけれども，企業のほうで，そう

いうことであれば，考えますと言われますからね。専

用実施権は。今まで契約したものはほとんどそうです。 

正林 でも権利をとらなければコントロール不能で

すから，しようがないですよね。 

武田 明太子なんかも権利をとられて，博多の方だ

けは使えるようにしておけば問題なかったかと。 

松尾 私も「ふくや」の川原社長とは個人的におつ

き合いもあるんですけれども，全国に広げるためには

ということを考えておられたようですね。やっぱり郷

土愛と，郷土への信頼でしょうな，我々博多の人間が

つくって全国に広げる，一体になってやろうという，

何かそういう心意気がどうもあったみたいですね。 

正林 そういった地域の連帯感を高めるために，原

産地名称の保護とか，団体商標とか，何かそういうこ

とはやっておられるんですか，地方で。 

松尾 博多織というのがあるんですね。博多織工業

組合というのがあるんですよ。ところが，京都の西陣

織のある業者が博多織という商標権を持っているとい

うことで，博多織工業組合が，相談に来まして，よく

話を聞いてみましたら，ずっと以前に博多織という商

標が取られて，それも昭和30年代ぐらいですよ，特許

庁に異議の申し立てをさんざんやったけど負けたとい

うわけです。それで権利が確定して，そのままそこに

博多織の名前がとられてしまっているというんです。 

というようなことで相談に見えて，話を聞いていま

したら，博多織というのは権利がとれないんですよ。

専門的にはとれない。何で京都の業者が権利を取って

いるかというと，博多織と書かれた横に，その西陣の

店のマークがぽっとついているんです。そのマークで

とれているわけですよ。だから，そのマークに博多織
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という，権利がとれない名前がついているというだけ

のことなんです。 

それで，今，博多織工業組合が使っているマークも

権利を取っていないんで，そのマークに，横に博多織

と書いて，出願をするように勧めたんですよ。それで

出願したらもちろん，登録になりました。 

それで，博多織という文字は問題ではなくてこの

マークが問題なんだということを一応理解してくれた

んですけれども，本来はきちっと団体商標とかそうい

う形で対応せんといかんものですけども，そういう理

屈も博多織工業組合に理解してもらいました。 

正林 説明していけば，何とか一丸となってやれる

んじゃないでしょうかね。長野のほうでは，信州味噌

ということで団体商標をとって業者がみんな使ってい

るわけですね。同じようにしてやれば連帯感も高まる

ということで，知的財産を通して地域が活性化すれば

こんないいことはないですから。 

松尾 そういう問題も絡めた，明太子も絡めた，そ

ういう問題にかかわっている我々の集りの APAA で

ございますというようなところでひとつよろしくPR の

ほうをお願いしたいと。（笑） 

丸山 どうも，今日は3時間にわたって座談会にご

出席ありがとうございました。今日は九州の産業の現

状とか，あるいはハイテクも含めたこれからの発展の

状況とか，あるいは九州 TLO の産学連携の現状，い

ろいろお伺いさせていただきました。また，弁理士へ

の期待，役割も皆様からお伺いいたしました。それと

APAA については，観光コンベンションビューローの

方が非常にご尽力されているということで，ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

─ 了 ─ 

（座談会実施 2003.10.17） 
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